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１．福祉用具情報システム（ＴＡＩＳ）とは？ 
 

福祉用具情報システム（以下、「ＴＡＩＳ」という。）は、国内の福祉用具製造事業者又は輸入事業

者から「企業」及び「福祉用具（※）」に関する情報を収集し、当協会のホームページを通じて、情報

発信するシステムです。（※）介護テクノロジーを含みます。 

適切な福祉用具を選定し、効果的に利用するためには、利用される方の身体状況や使用環境な

どの情報に加え、使用する用具の「仕様」や「機能」、「性能」などに関する情報が必要不可欠です。 

ＴＡＩＳは、全国に散在する福祉用具に関する情報を収集・分類、体系化し、情報提供することによ

って、福祉用具の適切な選定と利用に寄与するものです。 

ＴＡＩＳに情報登録された福祉用具のうち、介護保険において保険給付の対象と考えられる用具に

ついては、当協会が設置する外部の有識者からなる「介護保険給付対象福祉用具情報検討委員会」

の審査を経た上で、その旨の情報提供を行っております。本情報の取り扱いにつきましては、Ｐ２４を

参照してください。 

また、ＴＡＩＳに情報登録された福祉用具のうち、厚生労働省の導入支援事業にて各都道府県が

実施している介護テクノロジーの導入支援を行う補助金の補助対象と考えられる製品については、当

協会が設置する外部の有識者からなる「厚生労働省が行う導入支援の対象となりうる製品の検討委

員会」の審査を経た上で、その旨の情報提供を行っております。本情報の取り扱いにつきましては、Ｐ

２６を参照してください。 

 

ＴＡＩＳでは、平成２６年３月より、厚生労働省からの指示に基づき、介護保険における福祉用具貸

与価格の情報も提供しております。貸与価格の情報は、介護給付費適正化システムから抽出したも

のですが、本システムを通じて情報公表することに、ご理解とご協力をお願いします。本情報の取り扱

いにつきましては、Ｐ２５を参照してください。 

 

  

      注意事項 

○ ＴＡＩＳへの情報登録は、製造事業者又は輸入事業者の自主的な判断に基づくものであり、登

録は任意です。 

○ ＴＡＩＳは、書面での申請に基づき登録するものであり、当該製品の安全性や有効性を保証す

るものでは一切ありません。 

○ ＴＡＩＳに登録された製品のすべてが、介護保険において保険給付の対象となるものではありま

せん。詳しくは、最寄りの介護保険の保険者（市町村）に確認してください。 

○ ＴＡＩＳに登録された製品のすべてが、各都道府県が実施している介護テクノロジーの導入支

援を行う補助金の補助対象の対象となるものではありません。詳しくは、最寄りの都道府県に

確認してください。 

○ ＯＥＭ製品の情報登録について、製造元の商品を登録申請者のブランドとして、製造・販売 

するものであることから、製造物責任(PL)法に基づく、当該製品の責任は登録申請者が負わ 

なくてはなりません。契約書類（写し）等をご提出いただく場合もありますので、ご留意ください。 

 

 

 

 

（参考） 

○ ｢ＴＡＩＳ｣ ： Technical Aids Information System の頭文字をとったもの 

○ ｢ＨＰアドレス｣ ： https://www.techno-tais.jp/ 

 

  

https://www.techno-tais.jp/
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２．ＴＡＩＳへの情報登録 
 

（１）新規の情報登録 
新規に情報登録する場合、「企業情報」と「福祉用具情報」をお申し込みいただきます。 

登録は、福祉用具の「製造事業者｣又は｢輸入事業者｣に限ります。 

「企業及び福祉用具情報 登録用紙一覧」から、該当する様式を選び、漏れ等が無いよう記入し、

当協会あて郵送にて送付してください（電子メール等の受付は行っておりません）。 

登録時に必要となる提出書類は、以下のとおりです。 

 

 

①登録申込書  ： 登録の申込書にあたります。 

②「企業情報」登録用紙 ： 初回登録時のみ、ご提出いただく書類です。 

③「福祉用具情報」登録用紙 ： １製品につき１枚、ご提出いただく書類です。 

④登録する用具の画像データ及び②③の Excel データ 

： ＵＳＢ、ＣＤ等にデータを入れて提出してください。 

⑤製品カタログ    ： 当該製品（登録しようとしている用具）が掲載されたカタログを必ず 

提出してください。なお、カタログが未作成の場合、当該製品の仕様や 

使用方法等が確認できる書類を必ず添付してください。 

※登録用紙は、当協会のホームページからダウンロードすることができます。

（https://www.techno-tais.jp/ 「福祉用具を登録する」参照。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出書類等一覧 ※登録を希望の方は、以下の書類等を必ず提出してください。 

https://www.techno-tais.jp/
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関係書類の提出から情報発信に要する期間は、通常１ヶ月程度ですが、当該月の申込件数に

よって、通常よりお時間をいただく場合があります。当該月の申込が５０件を超える場合は事前にＴ

ＡＩＳ担当までご連絡ください。 

原則、毎月５日までにご提出いただいたものを翌月のはじめから情報発信いたします。 

※５日が土日又は祝祭日の場合は、当該月の締切日は前倒しとさせていただきます。 

また、関係書類に記入漏れや提出漏れ、確認すべき事項などが多くある場合には、さらにお時

間をいただくことになりますので、予めご留意ください。 

 

○登録申込書 
登録申込書は、申請の都度１枚提出をお願いします。（用具の登録が複数になっても、申込書の

提出は１枚です。） 

 

○企業情報の登録 
企業情報は、１社につき１件の登録をお願いします。（用具の登録が複数になっても、企業情報の

登録は１件です。） 

なお、用具を１件も登録せず、企業情報のみの登録は認めておりません。 

※ 福祉用具届出システムにおいて、既に届出コード（企業コード）を取得済みの場合は、申請用

紙に必ず届出コードの記載をしてください。 

・登録時の提出書類は、Ｐ２「提出書類等一覧」を参照 

・記入方法は、Ｐ９「（２）「企業情報」（Ａ-１）登録用紙の記入方法」を参照 

・登録料は、Ｐ７「３．情報登録に係る費用」を参照 

 

○福祉用具情報の登録 
福祉用具情報は、１製品につき１件の登録をお願いします。製品型番や機能、サイズなど仕様が

異なるもの、又は、希望小売価格が異なる場合には、区分して登録してください。 

用具は何件でも登録できます。但し、当該製品（登録しようとしている用具）が、当協会において福

祉用具に当たらないと判断したものについては、登録をお断りする場合があります。 

また、輸入事業者からの登録につきましては、同一製品を扱う別の事業者等と重複しないよう調整

させていただく場合があります。 

※ 福祉用具届出システムにおいて、既に届出コード（商品コード）を取得済みの場合は、申請用

紙に必ず届出コードの記載をしてください。 

・登録時の提出書類は、Ｐ２「提出書類等一覧」を参照 

・記入方法は、Ｐ１１「（３）「福祉用具情報」登録用紙の記入方法」を参照 

・登録料は、Ｐ７「３．情報登録に係る費用」を参照 

 

（他団体が行う認証制度、アワード情報の表示） NEW 

「ＪＩＳマーク（福祉用具）」、製品安全協会「ＳＧマーク」、川崎市「かわさき基準（KIS）認証マーク」、

経済産業省「プラスあんしんマーク」、総務省「情報アクセシビリティ好事例表彰受賞マーク」、福祉

用具プランナー研究ネットワーク「プラネット福祉用具アワード受賞マーク」の情報提供を行うこととし

ました。 

マーク表示を希望する方は、マークを取得したことが確認できる書類を提出してください。 

当協会で判断できない場合については、関係機関等へ確認させていただきます。 
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（モニター評価報告書の表示） NEW 
モニター評価報告書の情報提供を行うことといたしました。 

報告書の様式につきましては、協会ホームページからダウンロードできますのでご確認ください。 

（https://www.techno-tais.jp/ 「福祉用具を登録する」参照。） 

  モニター評価に関する問い合わせは、当協会までお知らせください。 

 
 

 

 

福祉用具・介護テクノロジー製品の情報登録においては、以下の「政府機関等の対策基準策定

のためのガイドライン」のうち、「4.3.1 機器等の調達」を参考に当該製品にかかる情報セキュリティ

対策を講じたうえでご申請ください。 
・政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン（令和５年度版）の一部改定（令和６年７月） 
・政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン（令和５年度版） 

 

 

○画像情報の登録 
福祉用具情報１件につき、最低１枚は登録をお願いします。 

※ 画像登録は最大５枚までの画像登録が可能ですが、２枚目からは有料になります。 

（Ｐ７「３．情報登録に係る費用」を参照） 

ファイル形式は、 

 

ファイル形式： ．ｊｐｇ もしくは、 ．JPG 

ピクセル数：幅（W）425pixel 高さ（W）425pixel 解像度（R）300 pixel/inch（dpi） 

 

とし、該当製品（登録しようとしている用具）の画像データをＵＳＢ、ＣＤ等に保存して提出してください。 

なお、人物や場所が特定できるようなものが写っていない画像データとしてください。「福祉用具情

報」登録用紙の「⑦画像：ファイル名／」欄には、当該製品のファイル名を必ず記入してください。 

また、ご登録いただく画像は、貴社が著作権及び著作者人格権を有しているもの、あるいは使用

（改変翻訳等を含む）についての全ての権利を有するものに限ります。また、使用（改変翻訳等を含

む）について当協会に貴社と同様の権利を付与していただきます。 

 

（２）福祉用具情報の追加登録 
「新たに製品開発（改良を含む）した福祉用具」や「未登録の福祉用具」を追加登録する場合、「企

業及び福祉用具情報 登録用紙一覧」から、該当する様式を選び、漏れ等が無いよう記入して、当

協会に郵送で提出してください。登録に必要な書類等は、Ｐ２「提出書類等一覧」から、②「企業情報」

登録用紙を除いた書類等となります。 

関係書類の提出から情報発信に要する期間は、通常１ヶ月程度ですが、当該月の申込件数によ

って、通常よりお時間をいただく場合があります。当該月の申込が５０件を超える場合は事前に事務

局までご連絡ください。 

原則、毎月５日までにご提出いただいたものを翌月のはじめから情報発信いたします。 

※５日が土日又は祝祭日の場合は、当該月の締切日は前倒しとさせていただきます。 

また、関係書類に記入漏れや提出漏れ、確認すべき事項などが多くある場合には、さらにお時間

をいただくことになりますので、予めご留意してください。 

 

（３）既に登録している情報の変更 
情報登録時に当協会から送付した「企業又は福祉用具情報登録確認用紙」に「変更前」と「変更

後」の違いがはっきりと分かるように記入して、メール（ｔａｉｓ＠techno-aids.or.jp）又はＦＡＸにてＴＡＩＳ

担当あて提出してください。 

変更は随時、受付しております。但し、画像の変更については毎月５日（土日、祝祭日の場合は前

倒し）までに申請いただいたものを原則、翌月のはじめに情報の更新を行います。 

注意事項 

https://www.techno-tais.jp/
https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/general/guider6.pdf
https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/general/guider5.pdf
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インターネットから当該情報（企業又は福祉用具情報）を印刷し、見え消しなどの方法で記入し、提

出していただいても差し支えありません。 

なお、製品型番や価格、サイズ等の仕様を変更する場合は、原則、新規登録の取扱いとなります。 

 

（４）既に登録している情報の削除 
情報登録時に当協会から送付した「企業又は福祉用具情報登録確認用紙」に登録削除とよく分

かるよう記入し、「担当者名」を沿えて、メール（ｔａｉｓ＠techno-aids.or.jp）又はＦＡＸにてＴＡＩＳ担当あ

て提出してください。登録情報の削除は、毎月５日（土日、祝祭日の場合は前倒し）までにあったもの

を原則、翌月のはじめに情報の更新を行います。 

インターネットから当該情報（企業又は福祉用具情報）を印刷し、「削除」と「担当者名」を記入し、

提出していただいても差し支えありません。当協会では、当該ＴＡＩＳコードを取得している企業の方か

どうか確認させていただきます。※福祉用具情報を全て削除した場合は、企業情報も同時に削除さ

れます。 

Ｐ６（６）に記載する登録年度内（毎年３月５日まで）に登録削除のお申し出がない場合、次年度の

登録を更新 （自動更新）したものとして、取扱わせていただきます。（登録料はＰ７「３．情報登録に

係る費用」を参照） 

なお、情報登録後、以下の事項に該当する場合は、当協会の判断にて登録情報を削除させてい

ただきます。 

一旦ＴＡＩＳから削除し又は削除された情報をあらためて登録する場合には、新規登録（新たなＴＡＩ

Ｓコードの付与）の取扱いとなりますのでご留意ください。 

 

     

  平成 29 年 8 月 25 日付、老高発 0825 第 1 号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知におい

て、｢平成 29 年 10 月の貸与分(11 月の介護給付費請求分）から、ＴＡＩＳコード又は、福祉用具届出

コードの記載がない介護給付費の請求については各国民健康保険団体連合会の審査において返戻

することを予定しています。｣となされ、また、平成 29 年 10 月 19 日付、老高発 1019 第 1 号厚生

労働省老健局高齢者支援課長通知において、「介護給付費請求書等の記載要領について」の一部

が改正され、当該コードの記載が徹底されたところですので、何卒ご留意ください。 

◆協会 HP 関連情報：https://www.techno-aids.or.jp/tekisei/index.shtml 

 

 

 

登録情報の削除について 

○利用する側の観点から、明らかに安全性や有効性に懸念がある場合 

○期日までに登録料や更新料をお支払いいただけない場合 

○ＴＡＩＳの趣旨に反する登録内容等であることが、後日確認された場合 

○虚偽の申請（登録内容）であることが、後日確認された場合 

○問い合わせ先への連絡が取れなくなった場合 

○その他、ＴＡＩＳの登録業務に支障をきたす行為を行った場合 

  

（５）既に登録している福祉用具の生産・取扱を終了した場合の取り扱い 
既に登録している福祉用具の生産・取扱を終了した場合、①当該製品情報（登録している用具）に

「生産・取扱終了」と表示した上で情報を継続するか、②ＴＡＩＳから情報を完全に削除するか、いずれ

かを選択してください。 

①の場合：任意の様式で該当する「ＴＡＩＳコード」及び「生産・取扱を終了した年月」を記入し、メール

注意事項 

https://www.techno-aids.or.jp/tekisei/index.shtml


6 

 

（ｔａｉｓ＠techno-aids.or.jp）又はＦＡＸにてＴＡＩＳ担当までお知らせください。 

※１ 「生産・取扱終了」とした製品については、企業からのお知らせ欄以外、修正はできませんので

ご留意ください。 

※２ ここでいう「取扱終了」とは、輸入事業者において当該製品の取扱を終了することを示します。 

※３ 生産・取扱終了をしたものの内、製品の最終の販売から８年以上が経過したものについては「当

該製品は最終の販売から既に８年以上が経過しており、メンテナンス等はすべて終了しておりま

す。」と表示したうえで、次年度の更新料を無料とさせていただきます。 

  ご希望の場合はＴＡＩＳ担当まで必ず申し出てください。 

②の場合：削除する場合には、Ｐ５（４）の手続きを行ってください。 

 

（６）登録の期間 
情報登録の期間は、｢年度単位（４月～翌年３月）｣です。 

※登録月から同年度の末までとなります。 

 

（７）ＴＡＩＳコードの取得 
ＴＡＩＳに情報登録することにより、｢ＴＡＩＳコード｣が付番されます。 

ＴＡＩＳコードは、情報登録完了後、当協会ホームページのお知らせに掲示します。また、登録完了

後、当協会から郵送する「情報登録確認用紙」でも確認することができます。 

なお、ＴＡＩＳコードを急ぎでお知りになりたい方は、「登録申込書」の通信欄にその旨を記入してくだ

さい。書類審査が終了次第、ＦＡＸにてご連絡いたします。但し、登録する内容が未確定又は未完成

のままではＴＡＩＳコードをお知らせいたしません。さらに関係書類の記入漏れや提出漏れなどがある場

合には、お時間をいただくことになりますので、予めご留意ください。 

 

原則、取得したＴＡＩＳコードを第三者に譲渡することはできません。また、製品の製造権利等を譲り

受けた場合にもＴＡＩＳコードをそのまま引き継ぐことはできません。このような場合には、新たに新規登

録手続きを行う必要があります。詳しくは、ＴＡＩＳ担当までお問い合わせください。 

 

（参考） 

○ＴＡＩＳコードとは？ 

５桁の「企業コード」と６桁の「福祉用具コード」を「－（ハイフン）」で結んだ、ＴＡＩＳにおけるシス

テム管理コードです。 

ＴＡＩＳコードは、情報の共有化に役立ち、ホームページから該当する用具をいつでも、どこ

からでも検索し、閲覧することができます。携帯専用サイトもあります。  
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 ３．情報登録に係る費用 

情報登録に際して、下記に定める登録料（税込み）を申し受けます。 

新規登録料（初年度）※ 更新料（２年度目以降） 
 

◆ 企業情報の登録     １１，０００円/年 
 

◆ 用具情報の登録      ６，６００円/年 
（画像１枚は含む。） 

◆ 画像情報の追加登録   ２，２００円/年 
                       （画像１枚につき） 

※画像は合計５枚まで登録可能 

 

◆ 企業情報の更新            ５，５００円/年 
 

◆ 用具情報の更新            ３，３００円/年 
（全ての画像情報を含む。） 

◆生産・取扱終了用具情報の更新  1，１００円/年 
 （廃盤など、既に製造・取扱いをしていないものに限定します） 

※企業からのお知らせ欄以外、修正はできません。 

◆  変更料（画像情報の変更）  ２，２００円／枚 

注１）上記の料金は、１件あたりの価格を表示しています。 

注２）登録の期間は、｢年度単位（４月～翌年３月）｣です。年度内に登録を削除する旨のお申し

出がない場合には、次年度の登録情報を自動的に更新したものとして取扱わせていただきま

す。 当協会から自動更新に関わる事前の連絡はいたしません。 

登録削除は、随時、受け付けております。更新を希望しない場合には、年度内中、遅くとも

毎年３月５日まで（※５日が土日、祝祭日の場合は締切日が前倒しとなります）に必ず申し出

てください。申し出がない場合には、更新料をお支払いいただきますのでご留意ください。 

注３）なお、期日までに新規登録料又は更新料をお支払いいただけない場合には、削除のお申し

出がなくても、登録情報を削除させていただきます。 

（１）新規登録料（初年度） ※登録月から同年度末までの取扱いとなります。 
○企業情報  ： １社あたり、１１,０００円 

○福祉用具情報 ： １件あたり、 ６,６００円 （画像１枚は含む。） 

※画像１枚を追加毎に ２,２００円 （最大５枚まで登録可能。） 

・登録は、Ｐ２「ＴＡＩＳへの情報登録」を参照。 

（２）更新料（２年度目以降） 
○企業情報   ： １社あたり、５,５００円 

○福祉用具情報  ： １件あたり、３,３００円（画像情報を含む。） 

○生産・取扱終了福祉用具情報 ： １件あたり、１,１００円（全ての画像情報を含む。） 
※重要なお知らせ欄以外、修正はできません。 

※最終の販売から既に８年以上経過した用具について 

 「当該製品は最終の販売から既に８年以上が経過しており、メンテナンス等はすべて終了しております。」

と表示したうえで、更新料を無料とさせていただきます。（次年度より適用） 

ご希望の場合はＴＡＩＳ担当まで必ず申し出てください。 

・登録の期間は、Ｐ６「（６）登録の期間」を参照。 

（３）変更料 
○企業情報  ： 無料 

○福祉用具情報 ： 画像変更のみ１枚あたり、２,２００円 

・変更は、Ｐ４「（３）既に登録している情報の変更」を参照。 

（４）削除料 
○企業情報  ： 無料 

○福祉用具情報 ： 無料  

・削除は、Ｐ５「（４）既に登録している情報の削除」を参照。 

（５）登録料等の請求 
登録料等の請求につきましては、情報登録が完了した後、「情報登録確認用紙（登録内容をご確

認いだく書類）」と合わせて、担当者様あてに送付いたします。 
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また、更新料のご請求につきましては、毎年４月～５月頃、担当者様あてに送付いたします。 

期日までに新規登録料又は更新料をお支払いいただけない場合には、削除のお申し出がなくても、

登録情報を削除させていただきます。 

 

４．登録用紙のダウンロード 
 

ＴＡＩＳに情報登録を希望される方は、当協会のホームページから下記の書類をダウンロードして使

用してください。 

 

テクノエイド協会ホームページ  https://www.techno-tais.jp/system/index.shtml#kibou 

  １．福祉用具情報システム（ＴＡＩＳ）登録の手引き（ＰＤＦ：2.68MB） 

  ２．福祉用具情報システム仕様の手引き（ＰＤＦ：1.09MB） 

  ３．登録申込書（新規・書面による申請申込書）（ＰＤＦ：186KB、Ｗｏｒｄ：43KB） 

  ４．企業及び福祉用具情報登録用紙一覧（ＰＤＦ：556KB、Ｅｘｃｅｌ：235KB） 

     ※ 提出頂く書類は ３及び４の書類等となります。 

 

５．登録用紙の記入方法 

（１）登録申込書  

 

 

「登録申込書」は項目すべてを記入し 

必ず提出してください。         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.techno-tais.jp/system/index.shtml#kibou
http://www.techno-aids.or.jp/system/media/tourokute.pdf
http://www.techno-aids.or.jp/system/media/shiyoute.pdf
http://www.techno-aids.or.jp/system/media/ordersheet.pdf
http://www.techno-aids.or.jp/system/media/ordersheet.doc
http://www.techno-aids.or.jp/system/media/touroku.pdf
http://www.techno-aids.or.jp/system/media/touroku.xlsx
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（２）「企業情報」（Ａ-1）登録用紙の記入方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 【ＴＡＩＳのご登録担当者】 ※後日、請求書などの関係書類を送付させていだく窓口となります。 

   （Ａ）記入日  ： 本用紙に記入した日付を記入。 

   （Ｂ）担当部課  ： 担当者の担当部課の名称を記入。 

   （Ｃ）ご担当者名 ： 担当者の氏名・フリガナを記入。 

   （Ｄ）Ｅメールアドレス ： 担当者のＥメールアドレスを記入。 

   （Ｅ）Ｔ Ｅ Ｌ     ： 担当者への問い合わせ電話番号を記入。  

   （Ｆ）Ｆ Ａ Ｘ     ： 担当者への問い合わせＦＡＸ番号を記入。  

   （Ｇ）住  所    ： 担当者の所在地、郵便番号・住所を記入。 
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 【具体的な事項】 

①会社名等 ： 「正式名称」及び「フリガナ」を記入してください。 

②経営形態 ： 該当する「経営形態」を一つ選び○印を付けてください。 

「５．その他」を選んだ場合には（     ）内に具体的に記入してください。 

③代表者   ： 貴社の「代表者の氏名」及び「フリガナ」を記入してください。 

④本社所在地 ： 本社の状況を記入してください。 

○ 郵便番号 ： 郵便番号を算用数字で記入。 

○ 住  所 ： 都道府県名から所在地の住所を記入。 

○ Ｔ Ｅ Ｌ  ： 算用数字で「－」を境に左詰めで記入。 

○ Ｆ Ａ Ｘ  ： 算用数字で「－」を境に左詰めで記入。 

○ 法人番号 ： 国税庁に登録されている法人番号（13 桁）を記入。 

     法人番号は国税庁の法人番号公表サイトで調べることができます。 
     https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ 

○ホームページアドレス ： ホームページを開設している場合、アドレスを記入。 

 

⑤設立年月 ： 該当する「設立元号」を選び、○印を付けてください。 

また、その「設立年月」を算用数字で記入してください。（個人経営の場合には、創 

業した年月を記入してください。） 

⑥商品に関する問い合わせ窓口 ： 商品の問い合わせ窓口を記入してください。 

○ 郵便番号 ： 郵便番号を算用数字で記入。 

○ 住 所 ： 都道府県名から所在地の住所を記入。 

○ Ｔ Ｅ Ｌ  ： 算用数字で「－」を境に左詰めで記入。 

○ Ｆ Ａ Ｘ  ： 算用数字で「－」を境に左詰めで記入。 

○ Ｅメールアドレス ： 商品等お問い合わせ用のＥメールアドレスを記入。 
 

⑦国外福祉用具の輸入を行っている場合 ： 福祉用具を輸入している場合、主な国名とメーカー 

を最大６社まで記入してください。 

 

①～⑥の情報で 法人番号以外は、当協会ＨＰにて公開されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
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（３）「福祉用具情報」登録用紙の記入方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全体的な留意事項】 

ａ．登録する福祉用具によって、登録用紙（様式）が異なりますので注意してください。 

 【車いす（手動）】（Ｂ－０１）      【吊り具】（Ｂ－０７） 

  【車いす（電動）】（Ｂ－０２）      【補聴器】（Ｂ－０８） 

  【電動三・四輪車】（Ｂ－０３）      【その他の福祉用具】（Ｂ－１０） 

  【ベッド本体】（Ｂ－０４）       【徘徊老人監視システム/見守り機器】（Ｂ－１１） 

  【マットレス／床ずれ防止マットレス】（Ｂ－０５）   【介護業務支援機器】（Ｂ－１２） 

【リフト】（Ｂ－０６）                           

  ※登録用紙は、当協会のホームページからダウンロードすることができます。 

（https://www.techno-tais.jp/ 「福祉用具を登録する」参照） 

 

ｂ．福祉用具情報は、１製品について、１件の登録をお願いします。ＴＡＩＳへの情報登録は、原則と

して販売開始している製品となります。 

ｃ．複数の福祉用具を登録希望する場合、登録用紙をコピー等して利用してください。 

ｄ．様式の選択や仕様欄に記入する項目及び内容は、Ｐ８「４．の２．福祉用具情報システム仕様

の手引き」を参考にしてください。 

ｅ．仕様や製品概要、企業からのお知らせ等の欄には文字数制限があるため、希望する内容の全

てを掲載できない場合があります。また、記入された内容に不適切な文言等が含まれている場

合には、当協会の判断により内容を削除又は変更させていただくことがあります。 

ｆ．貴社において記入された仕様や性能等の情報は、当協会において一切責任を負いません。  

また、ＴＡＩＳへの情報登録は、当該製品（登録しようとしている製品）の機能面や安全面を保証

するものでは一切ありません。 

 

https://www.techno-tais.jp/
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 【具体的な事項】 

①会社名等 ： 「正式名称」及び「フリガナ」を記入してください。 

②製品型番 ： 登録する福祉用具の「製品型番」を３０文字以内で記入してください。 

特に型番が無い場合でも、管理番号等を設けてください。 

なお、２つ以上の型番を記入することは、原則として認めておりません。 

※但し、色違いの場合は可 

③商品名  ： 登録する福祉用具の「商品の正式名称」を６０文字以内で正確に記入してください。 

④発売年月 ： 該当する「元号」を選び、○印を付けてください。 

また、その「年月」を算用数字で記入してください。 

⑤製品区分 ： 該当する「製品区分」に○印を付けてください。 

なお、「２．輸入製品または３．ＯＥＭ製品」を選んだ場合、（     ）内にその製造 

事業者名を記入してください。 

⑥希望小売価格 ： 「希望小売価格（消費税抜き）」を算用数字の円単位で記入してください。 

※メーカー希望小売価格を設定せず、オープン価格としている場合には、実勢価格 

を記入することにご協力ください。 

⑦画像（ファイル名） ： 登録する福祉用具の「画像データのファイル名（最大５枚まで）」を記入し 

てください。該当製品（登録しようとしている福祉用具）の画像データをＵＳＢ、ＣＤ等 

に保存して提出してください。なお、人物や場所が特定できるようなものが写ってい 

ない画像データの提出にご協力ください。ファイル形式は、Ｐ４ 「画像情報の登録」 

を参照。 

※当該製品（登録しようとする福祉用具）の福祉用具情報（文字情報）と画像デー 

タを確実に一致させるため、必ず「画像データのファイル名」を記入して下さい。 

⑨カラー   ： 最大で６種類まで記入することができます。１項目２０文字を限度としています。 

⑩製品概要 ： 当該製品（登録しようとする福祉用具）の概要を記入してください。 ２００文字を限 

度としています。 

※近年、一般の方の閲覧と問い合わせが増加しておりますので、略語や専門用語

の使用はできるだけ控え、一般の方が理解しやすい内容としてください。 

⑪使用上の注意 ： 当該製品（登録しようとする福祉用具）の使用上の注意を記入してください。 

「取扱説明書をお読みください」等の記載の場合は留意事項の追記をするこ

ととし、ＰＤＦデータかＷＥＢ等で閲覧できるＵＲＬの提供をお願いします。  

１００文字を限度としています。 

⑫重要なお知らせ ： 当該製品のサポート期間のご案内、メンテナンス等に関する注意、リコール

等、企業からの重要なお知らせを記入してください。 ２００文字を限度として

います。 

⑬ＰＤＦ登録 ： 登録する福祉用具のカタログ、取扱説明書等をＰＤＦファイルにて登録することが 

できます。（但し、最大１０ＭＢまでとなります。） 

⑭動画登録 ： 登録する福祉用具の動画サイトのＵＲＬを登録することができます。 

⑮リンク登録 ： 登録する福祉用具の関連サイトのＵＲＬを登録することができます。（最大３件まで） 

タイトルは６０文字以内で記入してください。 
 

ＴＡＩＳへの情報登録は、原則として販売開始している製品となりますが、カタログ等にＴＡＩＳコード

等を記載するため、販売開始前の情報登録を希望する場合、登録する内容が変更しないことを条

件に、担当者と協議させていただき、その都度判断させていただきます。（登録完了から発売まで

の間に情報の変更等が生じた場合には、当該情報を削除させていただきますので予めご留意くだ

さい。） 
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○仕様：Ｐ８「４．の２福祉用具情報システム仕様の手引き」を参考に記入してください。 

■登録用紙（Ｂ－０１～０８、Ｂ－１１～１２）の場合 

当協会において検討した福祉用具の表示ガイドラインに基づく仕様形態となっております。 

記入方法がわからない場合は、ＴＡＩＳ担当までお問い合わせください。 

■登録用紙（Ｂ－１０）の場合 

当該製品（登録しようとする用具）を「仕様の手引き」の中から選び、表示されている程度の仕

様を最低限記入してください。項目及びその内容は、最大２６項目まで設定することができます。

当該製品の仕様や機能がわかるようできるだけ詳細に記入してください。 

但し、項目は４０文字、内容は６０文字を限度としています。 

                

（記入に際しての注意事項：必ずお読みください。） 

◎ 仕様や製品概要、重要なお知らせ等の欄には文字数制限があるため、希望する内容の全て

を掲載できない場合があります。 

また、記入された内容に不適切な文言等が含まれている場合には、当協会の判断により内容

を削除又は変更させていただくことがあります。 

◎ 貴社において記入された仕様や性能等の情報は、当協会において一切責任を負いません。ま

た、ＴＡＩＳへの情報登録は、当該製品の安全面や有効性を保証するものでは一切ありません。 

◎ 全ての項目において英数字は半角文字を使用してください。環境依存文字は不可。 
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６．登録書類の送付先 

 

 

  

〒１６２－０８２３ 

東京都新宿区神楽河岸１－１ セントラルプラザ４階 

公益財団法人テクノエイド協会 企画部 ＴＡＩＳ担当 

   電話 番号 ０３－３２６６－６８８３ 

   ファクシミリ ０３－３２６６－６８８５ 

   メールアドレス tais@techno-aids.or.jp 

※電子メール等による新規企業からの登録書類の受付けは行っておりません。 

但し、在宅勤務等で郵送による提出が難しい場合は事前にＴＡＩＳ担当までご相談ください。 
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７．用具情報電子申請の流れについて 

●電子申請を行う者 
申請の手続きは、福祉用具情報システム（ＴＡＩＳ）の企業コードを既に取得されている製造・輸入

事業者のみ行うことが可能です。（※電子申請とは、通常書面により申請頂いている申請書を、ご使

用のパソコンからインターネットを利用して電子データで申請していただくものです。） 

 新規の企業登録及び、用具情報の変更や削除につきましては、従来通り書面による提出が必要で

す。 

 

下記の留意事項をご確認のうえ電子申請を行ってください。 

（留意事項） 

① 申請内容等に不備がある場合には、掲載を延期又は見合わせる場合があります。 

② 当該月の申込が５０件を超える場合は事前にＴＡＩＳ担当までご連絡ください。 

③ 一旦ホームページ上に掲載された用具であっても、当該申請を行った企業のホームページ

やカタログ又は他者からの告知等により、申請している内容と異なる情報、さらには事実と異

なる状況等が確認された場合には、製品情報を削除させていただきます。 

 

●電子申請期間 
原則、毎月５日までに受け付けた申請を翌月のはじめから情報発信します。 

当協会では、申請された用具について、指定した内容や、既に登録されている商品ではないか

等についての確認を行い、原則、翌月のはじめから情報発信いたします。 

 

●電子申請方法 
この「福祉用具情報システム（ＴＡＩＳ）」情報登録の手引きに記載される所定の内容等を十分

留意のうえ、１商品ずつ申請を行ってください。 

なお、入力内容の漏れや誤りなど、不備や不適切等が認められる場合には、申請の受付が出

来ませんのでご留意ください。 

 

 

    申請のデータ送信が完了しましたら 

「WEB 登録申込書」を必ず tais@techno-aids.or.jp 

までメール送信または郵送してください。 

「WEB 登録申込書」の提出が無い場合、申請の受付

が出来ませんのでご留意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tais@techno-aids.or.jp
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１．ログイン画面 福祉用具情報システム（用具情報申請）を表示する。 
（以下のＵＲＬをクリックしてください） 

 https://www.techno-tais.jp/registgoods/company/TC000001.php 

 協会から送付した 企業情報登録確認用紙に記載されている 「企業コード」と「パスワード」で福祉

用具情報システム（用具情報申請）にログインします。 

 

① ： 企業コードとパスワードを入力したら、「ログイン」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ｐ１７へ 

 

ロ
グ
イ
ン
が
成
功
し
た
場
合 

1 

ログイン時の情報が間違っている場合、 

以下の画面が表示されます。 

「ログイン画面へ戻る」をクリックして 

再度ログインをやり直してください。 

当協会より付与されている 

「企業コード」と「パスワード」を入力します。 

https://www.techno-tais.jp/registgoods/company/TC000001.php
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２．登録する福祉用具の様式を選択してください。 
例）車いす（手動）の登録をする場合、①の「車いす（手動） (B-01)」ボタンをクリックすると、Ｐ１８

の入力画面が表示されます。 
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～ ～ 
  

～ 
  ～ 

仕様は各様式ごとに 

入力内容が異なります 

詳細は「福祉用具情報 

システム仕様の手引き」 

を参考にしてください。 

https://www.techno-

tais.jp/system/media/shi

youte.pdf 

※「輸入製品」または「ＯＥＭ製品」の場合、その製造事業者名 

https://www.techno-tais.jp/system/media/shiyoute.pdf
https://www.techno-tais.jp/system/media/shiyoute.pdf
https://www.techno-tais.jp/system/media/shiyoute.pdf
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① 商品名  ： 登録する福祉用具の「商品の正式名称」を６０文字以内で正確に入力してください。 

② 製品型番 ： 登録する福祉用具の「製品型番」を３０文字以内で入力してください。 

特に型番が無い場合でも、管理番号等を設けてください。なお、２つ以上の型番を入

力することは、原則として認めておりません。 

※但し、色違いの場合は可。 

③ 製品区分 ： 該当する「製品区分」を選択してください。 

なお、 「２．輸入製品または ３．ＯＥＭ製品」を選んだ場合、その製造事業者名を 

入力してください。 

④ 希望小売価格 ： 消費税抜きの「希望小売価格」を算用数字の円単位で入力してください。 

※希望小売価格を設定せず、オープン価格としている場合には、「オープン価格」を

チェックし、実勢価格を入力することにご協力ください。 

⑤ 製品画像データ ： 登録する福祉用具の「画像データファイル」を選択してください。（最大５枚まで） 

         なお、人物や場所が特定できるようなものが写っていない画像データの提出に

ご協力ください。ファイル形式は、Ｐ４ 「画像情報の登録」を参照。 

３.入力画面 

 

 

 

   

   

 

～ ～ 
～ ～ 

 
  

 

 

 

※「輸入製品」または「ＯＥＭ製品」の場合、その製造事業者名 
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「参照」ボタンをクリックするとファイルの選択ができます。 

必ず１枚の画像ファイルを選択ください。 

「取消」ボタンをクリックすると選択されたファイルが削除されます。 

⑥ ＰＤＦ登録 ： 登録する福祉用具のカタログ、取扱説明書等をＰＤＦファイルにて登録することが 

できます。 （但し、最大 10ＭＢまでとなります。） 

⑦ 動画ＵＲＬ ： 登録する福祉用具の動画サイトのＵＲＬを登録することができます。 

⑧ 用具関連リンク登録 ： 登録する福祉用具の関連サイトのＵＲＬを登録することができます。 

               （最大３件まで）。 

タイトルは６０文字以内で入力してください。 

⑨ 発売年月 ： 該当する「元号」を選択してください。また、その「年月」を算用数字で入力してください。 

 

 

⑩ カラー ： 最大で６種類まで入力することができます。１項目２０文字を限度で入力可能。 

⑪ 製品概要 ： 当該製品（登録しようとする福祉用具）の概要を入力してください。 

２００文字を限度としています。 

※近年、一般の方の閲覧と問い合わせが増加しておりますので、略語や専門用語の

使用はできるだけ控え、一般の方が理解しやすい内容としてください。 

⑫ 使用上の注意 ： 当該製品（登録しようとする福祉用具）の使用上の注意を入力してください。 

「取扱説明書をお読みください」等の記載の場合は、PDF データか WEB 等で閲     

覧できる URL の提供をお願いします。  １００文字を限度としています。 

⑬ 重要なお知らせ ： 当該製品のサポート期間のご案内や、メンテナンス等に関する注意、リコー  

ル等、企業からの重要なお知らせを入力してください。 

２００文字を限度としています。 

⑭ 届出コード    ： 福祉用具届出コードを取得している場合、入力してください。 

※全ての項目において英数字は半角文字を入力してください。環境依存文字は不可。 

 … ＴＡＩＳ（福祉用具情報システム）「福祉用具情報」登録申請画面に戻ります。 
Ｐ１７へ 

   … 入力した内容を保存します（※この時点ではまだ申請は完了していません）。 

Ｐ２２へ 

 … 入力した内容の確認画面が表示されます。 

Ｐ２１へ 

10   

11 

14 

12 

13 

～ ～ ～ ～ 
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４.入力確認画面 

 福祉用具情報システム（用具情報の入力画面）に戻ります  

Ｐ１８へ 

 入力した内容を保存します（※この時点ではまだ申請は完了していません）。 

Ｐ２２へ 

 入力した内容を保存して、登録申請します。 

Ｐ２３へ 

～ ～ 
～ ～ 

～ ～ 
～ ～ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ファイルの確認」ボタンをクリックすると、 

別ウィンドウに画像が表示されますので 

必ず確認してください。 

 

※「輸入製品」または「ＯＥＭ製品」の場合、その製造事業者名 

ファイル形式 ： ．ｊｐｇ もしくは、 ．JPG 

 

ピクセル数 ： 幅（W）425pixel 高さ（W）425pixel 

解像度（R）300 pixel/inch（dpi） 
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５．一時保存画面  

 

 

～ ～ 
～ ～ 
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６．確定・送信画面 

 

～ ～ 
～ ～ 
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８．介護保険福祉用具情報の取り扱いについて 
 

○ 介護保険福祉用具情報とは？ 

ＴＡＩＳに情報登録いただいた書面情報（※）をもとに、介護保険において給付対象と考えられる福

祉用具について、厚生労働省告示並びに取扱いに関する通知（「解釈通知」という。）に基づき、当

協会の判断により、それぞれ「貸与」又は「販売」のマークを掲載している参考情報です。 

（ＴＡＩＳ登録時に提供された書面情報のみで判断できなかったものについては、｢貸与｣や｢販売｣の

マークを表示しておりません。） 

（※）但し、自動排泄処理装置のうち便を自動的に吸引する機器については、別途、モニター調査

報告をご提出いただくこととしています。 

 

○  対象用具の判断につきましては、外部の有識者からなる検討委員会を当協会内に設け、年１２

回の開催をもって判断します。 

なお、本情報は、あくまで告示等から介護保険の給付対象と考えられる福祉用具を選定したもの

であり、当協会が当該製品の安全性や機能面を保証するものではありません。 

対象用具の選定につきましては、毎月５日を締め切り（５日が土日、祝祭日の場合は締切日が前

倒しとなります。）とし、原則、毎月２５日前後に開催の委員会にて判断することとしています。 

  

○  対象用具の選定につきましては、ＴＡＩＳ申請時に提出いただいた書類及び当該企業のホームペ

ージ等を参考にする書類審査を基本としております。従いまして、後日、記載された内容の誤りや

虚偽の記載等が認められた場合には、貸与及び販売の表示を見直すこととし、場合によっては当

協会の判断により表示を削除する場合があります。 

 

○  ＴＡＩＳに掲載された用具のみが介護保険の給付対象となるわけではなく、未掲載のものであって

も介護保険の給付対象となる福祉用具があることにご留意ください。詳しくは、市町村の介護保険

担当窓口へお問い合わせください。 

また、掲載している情報の中には、オプション品を併載しているものがありますが、当協会では掲

載している全てのオプション品を含めて、対象用具か否かを判断している訳ではありません。 

 

○  実際の福祉用具の選定につきましては、要介護者の症状、介護者の状況あるいは住宅の状況

等、使用される場面に対応した適切な選定が必要となります。詳しくは、当該製品のメーカー又は

最寄りの福祉用具貸与サービス事業所等にお問い合わせください。 
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９．厚生労働省が取り組む福祉用具貸与価格情報公開に基づく価格情

報の取り扱いについて 
 

（情報公開の背景） 

 この価格情報の公表につきましては、平成２５年１２月２０日、社会保障審議会介護保険部会に

おいて取りまとめられた、「介護保険制度の見直しに関する意見」を踏まえて行うものであり、介護

保険における貸与価格の適正化に向けた取組の一環として、利用者や家族をはじめとした国民が

幅広く活用できるよう貸与価格情報の公表をテクノエイド協会のホームページ上で行うものです。 

 

（情報の取扱について） 

 介護保険における福祉用具の貸与及び販売は、市場の価格競争を通じて適切な価格による給

付がなされるよう、保険給付における公定価格を定めず、現に要した費用の額により保険給付され

る仕組みとされています。 

 従って、貸与価格は同一製品であっても、取り扱う福祉用具貸与事業者のサービス内容（アセス

メント、用具の選定、計画書作成、搬出入、モニタリング、メンテナンス、消毒等）によって異なりま

す。 

 実際の貸与価格に関するお問い合わせは、福祉用具のメーカーではなく、最寄りの福祉用具貸

与事業者へお願いします。但し、掲載している全ての福祉用具を最寄りの福祉用具貸与事業者が

取り扱っているわけではありませんのでご注意ください。 

 

 

 

◆参考資料：平成２５年９月１８日 社会保障審議会介護保険部会（第 48 回） 資料抜粋 
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１０．介護テクノロジー情報の取り扱いについて 
 

○ 介護テクノロジー情報は、国内の福祉用具メーカー又は輸入事業者から、任意にＴＡＩＳ登録さ

れたものの中から、厚生労働省の導入支援事業にて各都道府県が実施している介護テクノロ

ジーの導入支援を行う補助金の補助対象と考えられる製品については、当協会が設置する外

部の有識者からなる「厚生労働省が行う導入支援の対象となりうる製品の検討委員会」の審

査を経た上で、「介護テクノロジー」のマークを掲載している参考情報です。 

 

○ 対象と考えられる製品の判断につきましては、外部の有識者からなる検討委員会を当協会内

に設け、年４回程度（予定）の開催をもって判断します。 

なお、本情報は、あくまで厚生労働省の導入支援事業にて各都道府県が実施している介護テ

クノロジーの導入支援を行う補助金の補助対象と考えられる製品を選定したものであり、当協

会が当該製品の安全性や機能面を保証するものではありません。 

 

○ 対象製品の選定につきましては、ＴＡＩＳ申請時に提出いただいた書類及び当該企業のホーム

ページ等を参考にする書類審査を基本としております。従いまして、後日、記載された内容の

誤りや虚偽の記載等が認められた場合、または、利用する側の観点から安全性や有効性に懸

念がある場合には、「介護テクノロジー」のマーク表示を見直すこととし、場合によっては当協会

の判断により表示を削除する場合があります。 

 

○ TＡＩＳに掲載された製品のみが各都道府県が実施している介護テクノロジーの導入支援を行う

補助金の補助対象となるわけではなく、未掲載のものであっても各都道府県の判断により補助

の対象となる製品があることにご留意ください。詳しくは、各都道府県にお問い合わせください。

（都道府県の介護テクノロジーの導入支援を行う補助金の補助の実施状況は、テクノエイド協

会のホームページから確認できます。（※）） 

（※）参考：https://www.techno-aids.or.jp/robot/jigyo.shtml#tab37_detial 

 

○ 掲載している情報の中には、オプション品を併載しているものがありますが、当協会では掲載し

ている全てのオプション品を含めて、対象製品か否かを判断している訳ではありません。また、

別途、月額の利用料等が必要なものも含まれております。 

 

○ 情報提供している福祉用具の仕様や使用上の注意等につきましては、登録企業からご提供い

ただいた内容をそのまま掲載しております。詳細なお問い合わせは当該製品のメーカー等へ直

接行ってください。 

 

 

 

◆介護テクノロジー情報の検索 

https://www.mhlw.go.jp/stf/juutenbunya_r6kaitei_00001.html 

 

◆福祉用具情報システム（TAIS）に情報登録を希望される方 

http://www.techno-tais.jp/system/index.shtml#kibou 

 

◆本件に関するお問い合わせ 

公益財団法人テクノエイド協会 企画部 TEL:03-3266-6883 

  

https://www.techno-aids.or.jp/robot/jigyo.shtml#tab37_detial
https://www.mhlw.go.jp/stf/juutenbunya_r6kaitei_00001.html
http://www.techno-tais.jp/system/index.shtml#kibou
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１１．お問合せ窓口 

 ＴＡＩＳに関わる、ご質問やご不明な点がございましたら、下記担当までお問い合わせください。 

 

〒１６２－０８２３ 

東京都新宿区神楽河岸１－１ セントラルプラザ４階 

公益財団法人テクノエイド協会 企画部 ＴＡＩＳ担当 

電話番号  ０３－３２６６－６８８３  

ファクシミリ ０３－３２６６－６８８５ 

メールアドレス tais@techno-aids.or.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


